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講演題目 

政令指定都市の公共交通政策に関する組織配置の様態 

研究の目的、成果及び今後の展望 
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（以下「地域交通法」という。）の 2020 年改正におい

て、自治体による地域公共交通計画の策定が努力義務化され、立地適正化計画に基づくまちづくりと

一体化した公共交通政策の推進が図られた。また、同年の独占禁止法特例法の制定に伴い、地方にお

いて交通事業者間の共同経営の仕組みが創設された。さらに、2023 年の地域交通法の改正では、ロー

カル鉄道に関する再構築協議会の創設、および乗合バスのエリア一括協定運行事業をはじめとする各

種制度の創設・拡充が行われ、地域公共交通計画に基づく施策の実施における財政支援の充実と合わ

せ、自治体の関与を促す仕組みが整備されているところである。 

一方、新型コロナウイルス収束後の利用者数の伸び悩みにより地域公共交通をめぐる経営環境が改

善しなかったこと、また 2024 年のバス運転者の改善基準告示の適用開始による人材不足の深刻化に

伴い、自治体はより主体的な関与が急務となっている。 

以上のような課題認識に基づき、政令指定都市全 20 市を対象に、公共交通担当組織と都市計画担

当組織の配置に注目しその様態を整理したものが下表である。 

組織体系 自治体数 自治体名（★は公営交通を運営している自治体） 

異なる局に配置 ２ 大阪市（※１）、広島市 

同一の局で異なる部に配置 ７ 札幌市★、仙台市★、川崎市★、横浜市★、京都市★、

堺市、熊本市★ 

同一の局かつ同一の部に配置 11 さいたま市、千葉市、相模原市、新潟市（※２）、 

静岡市、浜松市（※２）、名古屋市★、神戸市★（※２）、 

岡山市、北九州市★、福岡市★ 

（※１）大阪市は公営企業である交通局の民営化後の地下鉄・バスに関連する総合的な交通政策を推

進する市長直轄の組織である都市交通局と、以前から公共交通に関する事務を所掌してきた計

画調整局計画部交通政策課が並置されており、後者は都市計画課と同一の局・部である。 

（※２）新潟市、浜松市および神戸市は部を設置しておらず、局に課が直属となっているため、同一

の部と見なした（神戸市は両組織が属する都市局において部を非設置）。 

 

上表の通り、政令指定都市においては都市計画やまちづくりを所掌する局内に公共交通担当組織と

都市計画組織の両方が設置されている自治体が多いものの、所属する部に関しては差異が見られた。

これら、市の局・部の数といった全体的な組織編成や公営交通の運営の有無との間で顕著な関係が見

られなかった。近年、公共交通担当組織はその重要度の高まりに伴い課から部へ格上げする事例も全

国的に見られることから、今後の組織間連携、調整について継続的に分析する必要がある。 

 


